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p. 1 
 

国の障害者福祉制度推進の動向 
 

年月 事項 

平成 30年３月 障害者基本計画(第４次)策定 

平成 30年６月 「障害者文化芸術推進法」の施行 

令和元年６月 
「読書バリアフリー法」の施行 

「障害者雇用促進法」の一部改正 

令和２年６月 
「社会福祉法」等の一部改正（重層的支援体制整備事業の創設など） 

「バリアフリー法」の一部改正 

令和３年５月 「障害者差別解消法」の一部改正（未施行） （事業者による合理的配慮の義務化など） 

令和３年９月 「医療的ケア児支援法」の施行 

令和４年 12月 
「障害者総合支援法」「児童福祉法」「障害者雇用促進法」「精神保健福祉法」「難病法」等の一部改正

（令和６年４月１日施行ほか） 

令和５年３月 障害者基本計画(第５次)策定 

 



p. 2 
 

計画の位置づけ・計画期間 
 

■計画の位置づけ 

市町村にて定める障害者福祉に関する計画は，以下の３つの計画があります。 

今回策定の「北本市第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画」は、②障害福祉計画、③障害児福祉計画にあたります。 

 

計画名 
計画 

期間 
根拠法 概要 

① 障害者計画 10年 
障害者基本法 

第 11条第３項 
●市の障害者施策に関する基本的な事項を定める計画 

②障害福祉計画 ３年 
障害者総合支援法 

第 88条第１項 

●市の障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の必要量の見込み及び

提供体制の確保に関して定める計画 

③障害児福祉計画 ３年 

児童福祉法 

第 33 条の 20 第１

項 

●市の障害児通所支援及び障害児相談支援の必要量の見込み及び提供体制の確保

などに関して定める計画 

 

■計画の期間 

本計画の計画期間は、令和６年度から８年度の３か年です。 



p. 3 
 

基本指針（案） 

 

「「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等 の円滑な実施を確保するための 基本的な指針」改正後 概要（案）」 

社会保障審議会障害者部会 第 135回(R5.2.27)  資料１ 
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基本指針（案） 

 

「「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等 の円滑な実施を確保するための 基本的な指針」改正後 概要（案）」 

社会保障審議会障害者部会 第 135回(R5.2.27)  資料１ 
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基本指針（案） 

 

「「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等 の円滑な実施を確保するための 基本的な指針」改正後 概要（案）」 
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基本指針（案） 

 

「「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等 の円滑な実施を確保するための 基本的な指針」改正後 概要（案）」 

社会保障審議会障害者部会 第 135回(R5.2.27)  資料１ 

 


